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平成 27 年５月 13 日 

各  位 
  会 社 名 株式会社大紀アルミニウム工業所 

  代 表 者 名 代表取締役社長 山本 隆章 

  （コード番号：５７０２ 東証第一部） 

  問 合 せ 先 常務取締役 小川 泰司 

  （ＴＥＬ０６－６４４４－２７５１）  

 

 

内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ 
 

 当社は、平成 27 年５月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり内部統制システム構築の

基本方針の一部改定することを決議いたしましたのでお知らせいたします。（改定箇所は、下線で

示しております。） 

 これは、「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）及び「会社法施行規則等の

一部を改正する省令」（平成 27 年法務省令第６号）が平成 27 年５月１日より施行されたことを受

けて改定したことによるものです。 

 

記 

 
(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正

を確保するための体制 

 ①当社及びグループ各社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制 

  当社及びグループ各社の取締役及び使用人が法令・定款を遵守し、倫理を尊重する行動がで
きるように、経営の基本方針に則った「行動指針」に基づき、その理念及び精神を役職者を
はじめとするグループ会社全使用人に周知・徹底することにより、法令遵守と社会倫理の遵
守を企業活動の原点とし、企業の社会的責任（ＣＳＲ）を全社員が自覚することに努める。
また、管理部を担当する取締役をコンプライアンス全体に関する総括責任者として、管理部
がコンプライアンス体制の構築、維持、整備にあたり、内部通報者保護制度の構築等を行う。 

 
 ②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
  取締役の職務の執行、取締役会等の会社機関の意思決定に係る文書は法令・社内文書規程に

基づき保存及び管理を行う。 
  また、取締役及び監査役は、常時、これらの情報を閲覧することができるものとする。 
 
 ③当社及びグループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
  ア.損失の危険の管理については、当社の「リスク管理室」の機能を強化し、当社及びグルー

プ各社が抱えるリスクの管理について必要な見直し・対応の検討、そのための研修の実施
等を行うこととする。 

   取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。 
  イ.不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長指揮下の対策本部を設置し、迅速かつ厳

正な対応を行い、被害の拡大を防止する体制を整えるものとする。 
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 ④当社及びグループ各社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
  当社及びグループ各社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

の基礎として、取締役会を原則月 1 回定期的に開催するほか、適宜臨時に開催し、重要事項
の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。また、取締役会の機能をより強化し経
営効率を向上させるため、取締役出席による常務会を毎月 2 回以上開催し、業務執行に関す
る基本事項及び重要事項に係わる意思決定を機動的に行う。 
業務の運営については、将来の事業環境を踏まえて中期経営計画及び各年度予算を立案し、
全社的な目標を設定し、代表取締役及びその他の業務執行を担当する取締役・執行役員等は
業務分掌に基づき業務を執行する。なお、経済状況の変化等に対しては迅速かつ適正に対処
する。 
 

 ⑤当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
  ア.「関係会社管理規程」に基づき、子会社等の経営管理指導及び計数管理は当社の各担当部

門の責任者が行う。なお、当社代表取締役と子会社代表者との間での「トップ診断」を通
じ、子会社の管理目標設定等の摺り合わせを行い、年 2 回以上の会合を実施することを通
じて子会社の事業活動及び業績の管理を行い、各社が自主性を発揮しつつ、事業目的の遂
行と安定成長を図るための指導・育成を図ることとしている。 

  イ.子会社には当社から取締役及び監査役を派遣し、子会社の業務の適正を監視できる体制と
している。 

  ウ.子会社は当社の監査室による定期的な内部監査の対象とし、監査結果は当社の代表取締役
及び監査役に報告する体制とする。 

 
 ⑥監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する

事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実行
性の確保に関する事項 

  監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役会の判断により、必要に応じてその業務補助の
ため監査役スタッフをおくこととし、当該使用人は監査役の指揮命令下におくものとする。
また、その人事等については、独立性を保つように取締役と監査役が意見交換を行う。 

 
 ⑦当社及びグループ各社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役

への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保す
るための体制 

  ア.当社及びグループ各社の取締役及び使用人は当社及びグループ各社の業務または業績に
与える重要な事項について監査役に報告するものとし、職務の執行に関する法令違反、定
款違反及び不正行為の事実、または当社及びグループ各社に損害を及ぼす事実を知った時
は、遅滞なく報告するものとする。なお、前記に関わらず、監査役は必要に応じて、取締
役及び使用人に対し報告を求め、自ら調査することができるものとする。 

  イ.監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会及び常務
会の他、業推会議その他の重要な会議に出席し、必要に応じて取締役及び使用人にその説       
明を求めることとする。 

  ウ.当社は、当社及びグループ各社の取締役及び使用人が、当社監査役への報告を行ったこと
を理由として不利な取扱いを行うことを禁止する旨を定め、当社グループ内において周知
徹底する。 

 
 ⑧その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

ア.監査役は、代表取締役、会計監査人、監査室及びグループ各社の監査役と情報交換に努め、
連携して当社及びグループ各社の監査の実効性を確保するものとする。 

  イ.当社は、監査役がその職務の執行につき、費用の前払等を請求した時は、請求にかかる費
用又は債務が当該監査役の職務の執行に関係しないと認められる場合を除き、速やかに当
該費用又は債務を処理する。 
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⑨反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制 

   当社及びグループ各社は、社会的責任及び企業防衛の観点から、反社会的勢力とは取引関係
及びその他いかなる関係も持たないとのグループ倫理規範を掲げている。その倫理規範に基
づき、一切の関係遮断のために、直接的なアプローチのほか、機関紙購入や一方的な送付、
寄付金・賛助金の支出、クレーム及び示談金の要求、広告掲載、口止め料、株主総会関係等
による間接的なアプローチに対しても、警察当局等と連携しながら毅然たる対応で行動する
ものとしている。 

  これらにもかかわらず、反社会的勢力とは知らずに、当社の意に反してなんらかの関係を有
してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点、あるいはその疑いが
生じた時点で、速やかに関係を解消することとする。 

以  上 


